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○
農
林
水
産
省
告
示
第
八
百
五
十
四
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
三
十
六
条
第
一
項
第
一
号
及
び
平
成
二
十
九
年
農
林
水
産

省
告
示
第
三
百
六
号
（
家
畜
伝
染
病
予
防
法
第
三
十
六
条
第
一
項
第
一
号
の
農
林
水
産
大
臣
の
指
定
す
る
も
の
を
定
め
る
件
）

の
規
定
に
基
づ
き
、
昭
和
四
十
七
年
農
林
省
告
示
第
千
四
百
三
十
九
号
（
平
成
二
十
九
年
農
林
水
産
省
告
示
第
三
百
六
号
の
農

林
水
産
大
臣
の
定
め
る
基
準
を
定
め
る
件
）
及
び
平
成
二
十
九
年
農
林
水
産
省
告
示
第
三
百
六
号
（
家
畜
伝
染
病
予
防
法
第
三

十
六
条
第
一
項
第
一
号
の
農
林
水
産
大
臣
の
指
定
す
る
も
の
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。令

和
八
年
六
月
二
十
九
日

農
林
水
産
大
臣

鈴
木

憲
和

昭
和
四
十
七
年
農
林
省
告
示
第
千
四
百
三
十
九
号
及
び
平
成
二
十
九
年
農
林
水
産
省
告
示
第
三
百
六
号
の
一
部
を
改
正

す
る
告
示

（
昭
和
四
十
七
年
農
林
省
告
示
第
千
四
百
三
十
九
号
の
一
部
改
正
）

第
一
条

昭
和
四
十
七
年
農
林
省
告
示
第
千
四
百
三
十
九
号
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。
）
で
こ
れ
に
対
応

す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 
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改

正

後 

改

正

前 
 

 

二 
加
熱
処
理
の
基
準 

二 

加
熱
処
理
の
基
準 

加
熱
処
理
の
基
準
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
物
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ

れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

加
熱
処
理
の
基
準
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
物
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ

れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

物 

加
熱
処
理
の
基
準 

一
・
二 

（
略
） 

（
略
） 

三 

偶
蹄て

い

類
の
動
物
の
肉
又

は
臓
器
を
原
料
と
す
る
加

工
品
（
ペ
ッ
ト
フ
ー
ド
（

動
物
（
偶
蹄て

い

類
の
動
物
、

馬
又
は
家
き
ん
（
家
畜
伝

染
病
予
防
法
施
行
規
則
（

昭
和
二
十
六
年
農
林
省
令

第
三
十
五
号
）
第
四
十
五

条
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
鳥

類
に
限
る
。
）
を
除
く
。

）
の
栄
養
に
供
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
使
用
さ
れ

る
物
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
に
限
る
。
） 

中
心
温
度
を
三
分
間
以
上
摂
氏
百
二
十
一
度
一

分
以
上
に
保
つ
こ
と
又
は
こ
れ
と
同
等
の
効
果
を

有
す
る
方
法
に
よ
り
加
熱
処
理
を
行
う
こ
と
。 

     

四 

（
略
） 

（
略
） 

五 

鶏
、
う
ず
ら
、
き
じ
、

だ
ち
よ
う
、
ほ
ろ
ほ
ろ
鳥

及
び
七
面
鳥
並
び
に
あ
ひ

る
、
が
ち
よ
う
そ
の
他
の

か
も
目
の
鳥
類
の
肉
又
は

臓
器
を
原
料
と
す
る
加
工

品
（
ペ
ッ
ト
フ
ー
ド
に
限

る
。
） 

中
心
温
度
を
三
分
間
以
上
摂
氏
百
二
十
一
度
一

分
以
上
に
保
つ
こ
と
又
は
こ
れ
と
同
等
の
効
果
を

有
す
る
方
法
に
よ
り
加
熱
処
理
を
行
う
こ
と
。 

 
 

物 

加
熱
処
理
の
基
準 

一
・
二 

（
略
） 

（
略
） 

（
新
設
） 

             

（
新
設
） 

三 

（
略
） 

（
略
） 

（
新
設
） 

       

（
新
設
） 
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六 

（
略
） 

（
略
） 

 

四 

（
略
） 

（
略
） 

 

三
～
五 

（
略
） 

三
～
五 

（
略
） 
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（
平
成
二
十
九
年
農
林
水
産
省
告
示
第
三
百
六
号
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 
平
成
二
十
九
年
農
林
水
産
省
告
示
第
三
百
六
号
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が

あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正

前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 
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改 

正 

後 

改

正

前 
 

 
家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
六
条
第
一
項
第
一

号
の
農
林
水
産
大
臣
の
指
定
す
る
も
の
は
、
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
物
ご

と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
第
二
欄
に
定
め
る
物
（
製
造
工
程
そ
の
他
の
状
況
を
勘
案
し

て
監
視
伝
染
病
の
病
原
体
を
拡
散
す
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
も
の

及
び
第
三
欄
に
定
め
る
物
を
除
く
。
）
と
す
る
。 

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
六
条
第
一
項
第
一

号
の
農
林
水
産
大
臣
の
指
定
す
る
も
の
は
、
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
物
ご

と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
第
二
欄
に
定
め
る
物
（
第
三
欄
に
定
め
る
物
を
除
く
。
）
と

す
る
。 

第
一
欄 

第
二
欄 

第
三
欄 

豚
及
び
い
の
し
し
以
外

の
偶
蹄て

い

類
の
動
物
に
係

る
法
第
三
十
六
条
第
一

項
第
一
号
イ
及
び
ハ
に

掲
げ
る
物 

一
～
六 

（
略
） 

七 
肉
又
は
臓
器
を
原

料
と
す
る
加
工
品
及

び
そ
の
容
器
包
装

（
前
号
に
掲
げ
る
物

を
除
く
。
） 

一
～
七 

（
略
） 

八 

肉
又
は
臓
器
を
原
料
と

す
る
加
工
品
（
ペ
ッ
ト

フ
ー
ド
（
動
物
（
偶
蹄て

い

類

の
動
物
、
馬
又
は
家
き
ん

（
規
則
第
四
十
五
条
第
一

号
ロ
に
掲
げ
る
鳥
類
に
限

る
。
）
を
除
く
。
）
の
栄

養
に
供
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
使
用
さ
れ
る
物
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を

除
く
。
）
の
う
ち
第
三
号

か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ

る
肉
又
は
臓
器
を
原
料
と

す
る
も
の
及
び
そ
の
容
器

包
装 

九 

肉
又
は
臓
器
を
原
料
と

す
る
加
工
品
（
ペ
ッ
ト

フ
ー
ド
に
限
る
。
）
の
う

ち
農
林
水
産
大
臣
が
定
め

る
基
準
に
従
っ
て
加
熱
処

理
し
た
も
の
で
あ
る
旨
を 

第
一
欄 

第
二
欄 

第
三
欄 

豚
及
び
い
の
し
し
以
外

の
偶
蹄て

い

類
の
動
物
に
係

る
法
第
三
十
七
条
第
一

項
第
一
号
及
び
第
三
号

に
掲
げ
る
物 

一
～
六 

（
略
） 

（
新
設
） 

一
～
七 

（
略
） 

（
新
設
） 

         

     

（
新
設
） 
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記
載
し
た
輸
出
国
の
政
府

機
関
又
は
農
林
水
産
大
臣

が
指
定
す
る
者
の
発
行
す

る
証
明
書
を
添
付
し
て
あ

る
も
の
及
び
そ
の
容
器
包

装 

豚
及
び
い
の
し
し
に
係

る
法
第
三
十
六
条
第
一

項
第
一
号
イ
及
び
ハ
に

掲
げ
る
物 

一
～
六 

（
略
） 

七 

肉
又
は
臓
器
を
原

料
と
す
る
加
工
品
及

び
そ
の
容
器
包
装

（
前
号
に
掲
げ
る
物

を
除
く
。
） 

 

一
～
五 

（
略
） 

六 

肉
又
は
臓
器
を
原
料
と

す
る
加
工
品
（
ペ
ッ
ト
フ

ー
ド
を
除
く
。
）
の
う
ち

第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で

に
掲
げ
る
肉
又
は
臓
器
を

原
料
と
す
る
も
の
及
び
そ

の
容
器
包
装 

七 

肉
又
は
臓
器
を
原
料
と

す
る
加
工
品
（
ペ
ッ
ト
フ

ー
ド
に
限
る
。
）
で
あ
っ

て
農
林
水
産
大
臣
が
定
め

る
基
準
に
従
っ
て
加
熱
処

理
し
た
も
の
で
あ
る
旨
を

記
載
し
た
輸
出
国
の
政
府

機
関
又
は
農
林
水
産
大
臣

が
指
定
す
る
者
の
発
行
す

る
証
明
書
を
添
付
し
て
あ

る
も
の
及
び
そ
の
容
器
包

装 
 

 
 

鶏
、
う
ず
ら
、
き
じ
、

だ
ち
ょ
う
、
ほ
ろ
ほ
ろ

鳥
及
び
七
面
鳥
並
び
に

一
～
六 

（
略
） 

七 

肉
又
は
臓
器
を
原

料
と
す
る
加
工
品
及

一
～
三 

（
略
） 

四 

肉
又
は
臓
器
を
原
料
と

す
る
加
工
品
（
ペ
ッ
ト

 
 

      

豚
及
び
い
の
し
し
に
係

る
法
第
三
十
七
条
第
一

項
第
一
号
及
び
第
三
号

に
掲
げ
る
物 

一
～
六 

（
略
） 

（
新
設
） 

一
～
五 

（
略
） 

（
新
設
） 

      （
新
設
） 

          

 
 

 
 

鶏
、
う
ず
ら
、
き
じ
、

だ
ち
ょ
う
、
ほ
ろ
ほ
ろ

鳥
及
び
七
面
鳥
並
び
に

一
～
六 

（
略
） 

（
新
設
） 

 

一
～
三 

（
略
） 

（
新
設
） 
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あ
ひ
る
、
が
ち
ょ
う
そ

の
他
の
か
も
目
の
鳥
類

に
係
る
法
第
三
十
六
条

第
一
項
第
一
号
イ
及
び

ハ
に
掲
げ
る
物 

び
そ
の
容
器
包
装

（
前
号
に
掲
げ
る
物

を
除
く
。
） 

八 

（
略
） 

フ
ー
ド
を
除
く
。
）
の
う

ち
第
一
号
及
び
第
二
号
に

掲
げ
る
肉
又
は
臓
器
を
原

料
と
す
る
も
の
及
び
そ
の

容
器
包
装 

五 

肉
又
は
臓
器
を
原
料
と

す
る
加
工
品
（
ペ
ッ
ト

フ
ー
ド
に
限
る
。
）
で

あ
っ
て
農
林
水
産
大
臣
が

定
め
る
基
準
に
従
っ
て
加

熱
処
理
し
た
も
の
で
あ
る

旨
を
記
載
し
た
輸
出
国
の

政
府
機
関
又
は
農
林
水
産

大
臣
が
指
定
す
る
者
の
発

行
す
る
証
明
書
を
添
付
し

て
あ
る
も
の
及
び
そ
の
容

器
包
装 

六 

（
略
） 

 
 

 

法
第
三
十
六
条
第
一
項

第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
物 

（
略
） 

（
略
） 

 

あ
ひ
る
、
が
ち
ょ
う
そ

の
他
の
か
も
目
の
鳥
類

に
係
る
法
第
三
十
七
条

第
一
項
第
一
号
及
び
第

三
号
に
掲
げ
る
物 

   

七 

（
略
） 

 

     

（
新
設
） 

           

四 

（
略
） 

 
 

 

法
第
三
十
七
条
第
一
項

第
二
号
に
掲
げ
る
物 

（
略
） 

（
略
） 
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附 

則 
（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
告
示
は
、
家
畜
伝
染
病
予
防
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
八
年
法
律
第
二
十
号
）
の
施
行
の
日
（
令
和
八
年

七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。 

（
令
和
七
年
農
林
水
産
省
告
示
第
千
四
百
七
十
七
号
の
一
部
改
正
） 

２ 

令
和
七
年
農
林
水
産
省
告
示
第
千
四
百
七
十
七
号
（
昭
和
四
十
六
年
農
林
省
告
示
第
千
九
百
九
十
七
号
等
の
一
部
を
改
正

す
る
告
示
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
条
の
う
ち
、
昭
和
四
十
七
年
農
林
省
告
示
第
千
四
百
三
十
九
号
第
二
号
の
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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改

正

後 

改

正

前 
 

 

二 
加
熱
処
理
の
基
準 

二 

加
熱
処
理
の
基
準 

加
熱
処
理
の
基
準
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
物
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ

れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

加
熱
処
理
の
基
準
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
物
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ

れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

物 

加
熱
処
理
の
基
準 

（
略
） 

（
略
） 

四 

鶏
、
う
ず
ら
、
き
じ
、

エ
ミ
ュ
ー
、
だ
ち
よ
う
、

ほ
ろ
ほ
ろ
鳥
及
び
七
面
鳥

並
び
に
あ
ひ
る
、
が
ち
よ

う
そ
の
他
の
か
も
目
の
鳥

類
の
肉
及
び
臓
器
並
び
に

こ
れ
ら
の
肉
又
は
臓
器
を

原
料
と
す
る
ソ
ー
セ
ー

ジ
、
ハ
ム
及
び
ベ
ー
コ
ン 

（
略
） 

五 

鶏
、
う
ず
ら
、
き
じ
、

エ
ミ
ュ
ー
、
だ
ち
よ
う
、

ほ
ろ
ほ
ろ
鳥
及
び
七
面
鳥

並
び
に
あ
ひ
る
、
が
ち
よ

う
そ
の
他
の
か
も
目
の
鳥

類
の
肉
又
は
臓
器
を
原
料

と
す
る
加
工
品
（
ペ
ッ
ト

フ
ー
ド
に
限
る
。
） 

（
略
） 

六 

鶏
、
う
ず
ら
、
き
じ
、

エ
ミ
ュ
ー
、
だ
ち
よ
う
、

ほ
ろ
ほ
ろ
鳥
及
び
七
面
鳥

並
び
に
あ
ひ
る
、
が
ち
よ

う
そ
の
他
の
か
も
目
の
鳥

類
の
液
卵
（
殻
付
き
卵
か 

（
略
） 

物 

加
熱
処
理
の
基
準 

（
略
） 

（
略
） 

四 

鶏
、
う
ず
ら
、
き
じ
、

だ
ち
よ
う
、
ほ
ろ
ほ
ろ
鳥

及
び
七
面
鳥
並
び
に
あ
ひ

る
、
が
ち
よ
う
そ
の
他
の

か
も
目
の
鳥
類
の
肉
及
び

臓
器
並
び
に
こ
れ
ら
の
肉

又
は
臓
器
を
原
料
と
す
る

ソ
ー
セ
ー
ジ
、
ハ
ム
及
び

ベ
ー
コ
ン 

（
略
） 

五 

鶏
、
う
ず
ら
、
き
じ
、

だ
ち
よ
う
、
ほ
ろ
ほ
ろ
鳥

及
び
七
面
鳥
並
び
に
あ
ひ

る
、
が
ち
よ
う
そ
の
他
の

か
も
目
の
鳥
類
の
肉
又
は

臓
器
を
原
料
と
す
る
加
工

品
（
ペ
ッ
ト
フ
ー
ド
に
限

る
。
） 

（
略
） 

六 
鶏
、
う
ず
ら
、
き
じ
、

だ
ち
よ
う
、
ほ
ろ
ほ
ろ
鳥

及
び
七
面
鳥
並
び
に
あ
ひ

る
、
が
ち
よ
う
そ
の
他
の

か
も
目
の
鳥
類
の
液
卵
（

殻
付
き
卵
か
ら
卵
殻
を
取 

（
略
） 
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ら
卵
殻
を
取
り
除
い
た
も

の
を
い
う
。
） 

 

 

り
除
い
た
も
の
を
い
う
。

） 
 

 

 
 

第
四
条
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

改 

正 

後 

改

正

前 
 

 

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
六
条
第
一
項
第
一

号
の
農
林
水
産
大
臣
の
指
定
す
る
も
の
は
、
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
物
ご

と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
第
二
欄
に
定
め
る
物
（
製
造
工
程
そ
の
他
の
状
況
を
勘
案
し

て
監
視
伝
染
病
の
病
原
体
を
拡
散
す
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
も
の

及
び
第
三
欄
に
定
め
る
物
を
除
く
。
）
と
す
る
。 

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
六
条
第
一
項
第
一

号
の
農
林
水
産
大
臣
の
指
定
す
る
も
の
は
、
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
物
ご

と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
第
二
欄
に
定
め
る
物
（
製
造
工
程
そ
の
他
の
状
況
を
勘
案
し

て
監
視
伝
染
病
の
病
原
体
を
拡
散
す
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
も
の

及
び
第
三
欄
に
定
め
る
物
を
除
く
。
）
と
す
る
。 

第
一
欄 

第
二
欄 

第
三
欄 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

鶏
、
う
ず
ら
、
き
じ
、

エ

ミ

ュ

ー

、

だ

ち

ょ

う
、
ほ
ろ
ほ
ろ
鳥
及
び

七

面

鳥

並

び

に

あ

ひ

る
、
が
ち
ょ
う
そ
の
他

の
か
も
目
の
鳥
類
に
係

る
法
第
三
十
六
条
第
一

項
第
一
号
イ
及
び
ハ
に

掲
げ
る
物 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

第
一
欄 

第
二
欄 

第
三
欄 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

鶏
、
う
ず
ら
、
き
じ
、

だ
ち
ょ
う
、
ほ
ろ
ほ
ろ

鳥
及
び
七
面
鳥
並
び
に

あ
ひ
る
、
が
ち
ょ
う
そ

の
他
の
か
も
目
の
鳥
類

に
係
る
法
第
三
十
六
条

第
一
項
第
一
号
イ
及
び

ハ
に
掲
げ
る
物 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

 
 

 
 

 




